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【参 照 条 文】

◎健康保険法（大正１１年法律第７０号）（抄）

（保険料率）

第１６０条 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、１０００分の３

０から１０００分の１００までの範囲内において、支部被保険者（各支部の都道府県に所

在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有す

る任意継続被保険者をいう。以下同じ。）を単位として協会が決定するものとする。

２ 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率（以下「都道府県単

位保険料率」という。）は、当該支部被保険者に適用する。

３ 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業

年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより

算定するものとする。

一 第５２条第１号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付（以下こ

の項及び次項において「療養の給付等」という。）のうち、当該支部被保険者に係るも

のに要する費用の額（当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第１５３条第１項

の規定による国庫補助の額を除く。）に次項の規定に基づく調整を行うことにより得ら

れると見込まれる額

二 保険給付（支部被保険者に係る療養の給付等を除く。）、前期高齢者納付金等及び後

期高齢者支援金等に要する費用の予想額（第１５３条及び第１５４条の規定による国庫

補助の額（前号の国庫補助の額を除く。）並びに第１７３条の規定による拠出金の額を

除く。）に総報酬按分率（当該都道府県の支部被保険者の総報酬額（標準報酬月額及び

標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。）の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者

の総報酬額の総額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額

三 保健事業及び福祉事業に要する費用の額（第１５４条の２の規定による国庫補助の額

を除く。）並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金

の積立ての予定額（第１５１条の規定による国庫負担金の額を除く。）のうち当該支部

被保険者が分担すべき額として協会が定める額

４ 協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康

保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の

給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が

管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡

を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政

の調整を行うものとする。

５ （略）

資料１ 全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について（案）
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６ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変

更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なけ

ればならない。

７ 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と

認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長

に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

８ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について

厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

９～17 （略）

◎全国健康保険協会定款（抄）

（一般保険料率）

第３７条 法第１６０条第１項の規定による一般保険料率は、同条第３項の規定に基づき算

定し、同条第４項の規定に基づき調整を行い、支部被保険者（各支部の都道府県に所在す

る適用事業所に使用される被保険者（日雇特例被保険者を除く。以下この章において同じ。）

及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。）を単位とし

て、別表２のとおり定める。

（特定保険料率等）

第３９条 法第１６０条第１４項の規定に基づき定める特定保険料率は、別表２に定める率

とする。

２ 法第１６０条第１５項の規定に基づき定める基本保険料率は、別表２に定める率とする。

（介護保険料率）

第４０条 法第１６０条第１６項の規定に基づき定める介護保険料率は、別表３に定める率

とする。

（日雇特例被保険者の保険料額）

第４１条 法第１６８条第１項の規定に基づき算定された日雇特例被保険者に関する保険料

額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担

すべき額は、別表４に掲げる額とする。

（介護保険料率）

第５５条 船保法第１２３条第１項の規定に基づき定める船員保険の介護保険料率は、別表

６に定める率とする。

資料４－１ 全国健康保険協会定款の一部変更について（案）
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◎健康保険法（大正十一年法律第七十号）

（保険料率）

第１６０条 （略）

２～13 （略）

14 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期

高齢者支援金等の額（協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、

その額から第１５３条及び第１５４条の規定による国庫補助額を控除した額）の合算額（前

期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）を当該年度における当該保険者が管

掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

15 基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が

定める。

16・17 （略）

附 則

（退職者給付拠出金の経過措置）

第４条の３ 国民健康保険法附則第１０条第１項の規定により基金が同項に規定する拠出金

を徴収する間、第７条の２第３項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「並びに介護

保険法」とあるのは「及び国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）附則第１０条第

１項に規定する拠出金（以下「退職者給付拠出金」という。）並びに介護保険法」と、第

１５１条中「及び第１７３条の規定による拠出金」とあるのは「、第１７３条の規定によ

る拠出金及び退職者給付拠出金」と、第１５５条第１項中「及び後期高齢者支援金等」と

あるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、第１６０条第３項第２号中

「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」

と、同条第１４項中「国庫補助額を控除した額）」とあるのは「国庫補助額を控除した額）

並びに退職者給付拠出金の額」と、附則第２条第１項中「日雇拠出金」とあるのは「日雇

拠出金、退職者給付拠出金」とする。

（病床転換支援金の経過措置）

第４条の４ 高齢者の医療の確保に関する法律附則第２条に規定する政令で定める日までの

間、前条の規定により読み替えられた第７条の２第３項中「及び国民健康保険法」とある

のは「、同法附則第７条第１項に規定する病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第１５１条中「第

１７３条」とあるのは「病床転換支援金等、第１７３条」と、第１５３条第２項中「及び

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金（日雇特例被保険者に係

るものを除く。）」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高

齢者支援金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）及び同法附則第７条第１項に規定す

る病床転換支援金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）」と、第１５４条第２項中「及

資料４－２ 特定保険料率及び基本保険料率について
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び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢

者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第７条第１項に

規定する病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた第１５５条第１項中「及

び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条

の規定により読み替えられた第１６０条第３項第２号中「及び退職者給付拠出金」とある

のは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた

第１６０条第１４項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の

額及び病床転換支援金等」と、第１７３条第１項及び第１７６条中「及び後期高齢者支援

金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により

読み替えられた附則第２条第１項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援

金等、病床転換支援金等」とする。

◎健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２０年政令第１１６号）

附 則

（老人保健拠出金等に関する健康保険法の規定の適用）

第六条 平成二十年度から平成二十三年度までの間において、健康保険法（大正十一年法律

第七十号）附則第四条の四の規定により読み替えられた、同法附則第四条の三の規定によ

り読み替えられた同法第七条の二、第百五十一条、第百五十五条、第百六十条及び附則第

二条の規定並びに同法附則第四条の四の規定により読み替えられた同法第百五十三条、第

百五十四条、第百七十三条及び第百七十六条の規定を適用する場合においては、これらの

規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とする。

（略） （略） （略）

第百六十条第十四項 及び病床転換支援金

等の額

、病床転換支援金等の額及び老人保健拠

出金の額

（略） （略） （略）

◎健康保険法（大正十一年法律第七十号）

（保険料率）

第１６０条 （略）

２～15 （略）

16 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に

係るものを除く。）の額（協会が管掌する健康保険においては、その額から第１５３条第

２項の規定による国庫補助額を控除した額）を当該年度における当該保険者が管掌する介

資料４－３ 平成２２年度の介護保険料率について
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護保険第２号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準と

して、保険者が定める。

◎健康保険法（大正十一年法律第七十号）

（標準賃金日額）

第１２４条 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分（次項

の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分）による。

標準賃金

日額等級
標準賃金日額 賃金日額

第 １ 級 ３，０００円 ３，５００円未満

第 ２ 級 ４，４００円 ３，５００円以上 ５，０００円未満

第 ３ 級 ５，７５０円 ５，０００円以上 ６，５００円未満

第 ４ 級 ７，２５０円 ６，５００円以上 ８，０００円未満

第 ５ 級 ８，７５０円 ８，０００円以上 ９，５００円未満

第 ６ 級 １０，７５０円 ９，５００円以上 １２，０００円未満

第 ７ 級 １３，２５０円 １２，０００円以上 １４，５００円未満

第 ８ 級 １５，７５０円 １４，５００円以上 １７，０００円未満

第 ９ 級 １８，２５０円 １７，０００円以上 １９，５００円未満

第１０級 ２１，２５０円 １９，５００円以上 ２３，０００円未満

第１１級 ２４，７５０円 ２３，０００円以上

２・３ （略）

（日雇特例被保険者の保険料額）

第１６８条 日雇特例被保険者に関する保険料額は、１日につき、次に掲げる額の合算額と

する。

一 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定め

るところにより算定した額

イ 標準賃金日額に平均保険料率（各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬

額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の

総額で除して得た率をいう。以下同じ。）と介護保険料率とを合算した率（介護保険

第２号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保

険料率）を乗じて得た額

ロ イに掲げる額に１００分の３１を乗じて得た額

二 賞与額（その額に１０００円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、

その額が４０万円（第１２４条第２項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行

われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。）を超える場合には、４０

資料４－４ 平成２２年度の日雇特例被保険者の保険料額について
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万円とする。）に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率（介護保険第２号被保険

者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率）を乗じ

て得た額

２ （略）

（日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務）

第１６９条 日雇特例被保険者は前条第１項第１号イの額の２分の１に相当する額として

政令で定めるところにより算定した額及び同項第２号の額の２分の１の額の合算額を負担

し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第１号ロの額に相当する

額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第２号の額の２分の１の額の合算

額を負担する。

２～８ （略）

◎船員保険法（昭和１４年法律第７３号）

（介護保険料率）

第１３０条 第１２３条第１項第１号の介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき

介護納付金の額を当該年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月

額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決

定する。

２ 第１２８条第１０項の規定は、介護保険料率について準用する。

資料５ 平成２２年度の船員保険の介護保険料率について


